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榊
原
康
政
は
、
文
武
に
お
い
て

傑
出
し
た
人
物
で
あ
る
。
大
き

く
ま
と
め
れ
ば
三
河
武
士
で
は
あ

る
が
、
彼
を
見
い
だ
し
育
て
た
の

は
徳
川
家
康
だ
っ
た
。
康
政
の
生

家
は
松
平
氏
譜
代
の
酒
井
忠
尚

に
仕
え
る
陪
臣
の
家
柄
で
、
分
家

筋
で
も
全
く
大
し
た
存
在
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
点
で
、
彼
は
酒
井

家
や
大
久
保
家
の
人
々
と
は
大
き

く
異
な
り
、
自
身
の
才
覚
で
出
世

し
た
の
だ
。

　

彼
は
天
文
17
（
１
５
４
８
）
年
、

現
在
の
愛
知
県
豊
田
市
上
郷
町
に

生
ま
れ
た
。
幼
い
頃
か
ら
勉
学
を

好
み
、
書
を
読
ん
で
、
字
も
大
変

う
ま
か
っ
た
と
い
う
。
13
歳
の
と

き
、松
平
元
康
（
後
の
徳
川
家
康
）

に
見
い
だ
さ
れ
、
小
姓
と
な
っ
た
。

永
禄
９
（
１
５
６
６
）
年
、
19
歳

で
元
服
す
る
と
、
同
年
齢
の
本
多

忠
勝
と
と
も
に
旗
本
部
隊
の
小
隊

長
に
抜
擢
さ
れ
て
、
部
下
50
騎
を

付
け
ら
れ
た
。
以
後
は
家
康
の
側

近
を
務
め
、
た
び
た
び
の
合
戦
に
従

軍
。
目
覚
ま
し
い
働
き
ぶ
り
を
見

せ
た
。
と
く
に
天
正
12（
１
５
８
４
）

年
、
家
康
が
羽
柴
秀
吉
と
戦
っ
た

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
で
は
、
秀
吉

の
お
い
・
秀
次
の
軍
勢
を
壊
滅
に
追

い
込
み
、
池
田
恒
興
・
森
長
可
を

討
ち
取
る
と
い
う
大
手
柄
を
挙
げ

て
い
る
。
家
康
が
秀
吉
に
従
属
す

る
と
、
豊
臣
政
権
か
ら
従
五
位
下
・

式
部
大
輔
に
叙
任
さ
れ
、
豊
臣
姓

を
下
賜
さ
れ
た
。

　

家
康
が
関
東
に
封
じ
ら
れ
る
と
、

関
東
総
奉
行
に
任
じ
、
江
戸
城
の

修
築
に
当
た
っ
た
。
ま
た
上
野
国

館
林
城
10
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。

こ
れ
は
徳
川
家
中
で
第
二
位
の
数

字
で
あ
る
。慶
長
５（
１
６
０
０
）年
、

関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
は
、
徳
川

秀
忠
軍
の
戦
奉
行
と
し
て
従
軍
し
、

中
山
道
を
た
ど
っ
て
美
濃
国
を
目

指
す
が
、
有
名
な
上
田
城
攻
め
な

ど
が
た
た
っ
て
関
ヶ
原
で
の
決
戦
に

間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
家

康
が
天
下
人
と
な
っ
て
も
、
康
政
に

は
加
増
の
沙
汰
が
な
か
っ
た
。
慶
長

11
（
１
６
０
６
）
年
、
14
日
巳
刻

に
館
林
に
て
死
去
。
59
歳
だ
っ
た
。

　

彼
は
江
戸
幕
府
に
お
い
て
は
、
政

治
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
ど

う
捉
え
る
か
。
あ
く
ま
で
も
軍
事

の
人
と
し
て
冷
遇
さ
れ
た
と
も
、

い
や
自
ら
遠
慮
し
た
の
だ
と
も
い

う
。
だ
が
、
ぼ
く
は
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、「
行
政
」の
地
位
が
低
か
っ

た
の
で
、
政
務
に
携
わ
る
こ
と
を

家
康
も
徳
川
家
中
も
彼
自
身
も
、

さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
彼
の
子

孫
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
譜
代
の

重
鎮
と
し
て
重
き
を
成
し
て
い
る

の
で
、
少
な
く
と
も
彼
が
冷
遇
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
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栃
木
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
事
業
承
継
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
経
営
者
保
証
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
と
活
動
内

容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

経営者保証解除に向けた支援制度
経営者保証コーディネーターの役割と支援制度について

事業承継の事例紹介
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我
が
国
で
は
、
中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
の
経
営
者
の
高
齢
化
が
進
み
、

事
業
承
継
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
経
営
者
保
証
を
理
由
に
事

業
承
継
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
な
い
現

実
も
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
父
親
か
ら
子
ど
も
へ
事
業
承

継
が
検
討
さ
れ
る
場
合
、『
子
ど
も
に

社
長
を
継
い
で
も
ら
い
た
い
が
、
借
入

の
保
証
を
さ
せ
る
の
は
可
哀
そ
う
だ
』

と
考
え
る
の
は
親
心
と
し
て
良
く
あ
る

こ
と
で
す
。
ま
た
、
業
務
に
も
精
通
し

て
い
る
従
業
員
を
後
継
者
と
し
て
検
討

さ
れ
る
場
合
、『
社
長
か
ら
後
継
の
打

診
を
受
け
た
け
れ
ど
、
借
入
の
保
証
人

に
な
る
な
ら
後
は
継
ぎ
た
く
な
い
』
と

考
え
る
の
も
当
然
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
事
業
承
継
に
向
け
て
一 

定

の
要
件
（
経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

を
満
た
し
た
企
業
に
対
し
、
経
営
者

保
証
を
解
除
す
る
制
度
が
運
用
さ
れ
て

い
ま
す
。 

経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

① 

法
人
と
経
営
者
の
関
係
を
明
確
に

区
分
・
分
離
し
、
法
人
個
人
の 

一 

体
性
の
解
消
に
努
め
る
。

② 

財
務
状
況
お
よ
び
経
営
成
績
の
改

善
を
通
じ
た
返
済
能
力
の
向
上
等

に
よ
り
信
用
力
を
強
化
す
る
。

③ 

財
務
状
況
の
正
確
な
把
握
、
適
時

適
切
な
情
報
開
示
等
に
よ
る
経
営

の
透
明
性
を
確
保
す
る
。

　

こ
れ
ら
3
つ
の
要
件
が
充
足
し
た

場
合
、
金
融
機
関
側
に
も
保
証
解
除

に
向
け
た
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

経
営
者
保
証
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

前
述
の
要
件
の
充
足
状
況
を
確
認

し
、
経
営
者
保
証
解
除
に
向
け
た

支
援
を
行
う
の
が
経
営
者
保
証
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
経
営
者
保
証
Ｃ
Ｏ
）

で
す
。
経
営
者
保
証
Ｃ
Ｏ
は
、
経
営

者
と
の
面
談
や
決
算
書
の
内
容
に
基

づ
き
『
事
業
承
継
時
判
断
材
料
チ
ェッ

ク
シ
ー
ト
』
を
作
成
し
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
充
足
状
況
の
可
視
化
を
図
る

と
と
も
に
、
保
証
解
除
に
向
け
た
助

言
を
行
い
ま
す
。
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事
業
承
継
特
別
保
証
制
度

　

ま
た
、
経
営
者
保
証
解
除
の
後
押

し
を
す
る
制
度
と
し
て
、
経
営
者
保

証
を
不
要
と
す
る
『
事
業
承
継
特

別
保
証
制
度
』
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
金
融
機
関
も
経
営
者
保
証
解

除
を
応
諾
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
な

お
、
経
営
者
保
証
Ｃ
Ｏ
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
場
合
は
、
大
幅
に
軽
減
さ

れ
た
保
証
料
率
が
適
用
に
な
り
ま
す

の
で
、
事
業
者
に
と
っ
て
も
利
用
し
や

す
く
な
って
い
ま
す
。

　

金
融
機
関
か
ら
の
借
入

金
の
保
証
は
、
現
経
営
者
、

後
継
者
双
方
に
と
っ
て
も

大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る

の
が
現
状
で
す
。
栃
木
県

事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支
援

セ
ン
タ
ー
で
は
、
円
滑
な

事
業
承
継
に
向
け
て
、
経

営
者
保
証
解
除
に
向
け
た

支
援
も
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
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